
種
子
島

「慈
遠
寺
」
考

〓
一　
浦

成

法
華
宗
に
お
け
る
薩
南
三
島

（種
子
島

・
屋
久
島

・
口
永
良
部
島
）
開
教
の
祖
、
定
源
院
日
典

（義
賛
坊
林
応
）
が
修
学
し
た
種
子

島

「慈
遠
寺
」
は
、
「種
子
島
家
譜
」
、
ど
一國
名
勝
図
会
」
、
「懐
中
島
記
」
、
「両
山
暦
譜
写
書
継
稿
」
等
に
よ

っ
て
、
大
同
四
年

（八
〇

九
）
、
奈
良
法
相
宗
興
福
寺
の
末
寺
と
し
て
建
立
さ
れ
、
同
寺
の
鎮
守
社
の
春
日
社
は
、
律
令
時
代
に
奈
良
春
日
社
よ
り
勧
請
さ
れ
た
も

の
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
．
ｏ
住
職
は
十
恵

ｏ
貞
源

。
喩
光

。
円
林
の
五
代
の
名
が
み
え
、
当
時
の
領
主
の
帰
依
を
得
て
、
種
子

・
屋
久

・

口
永
良
部
の
三
島
を
支
配
し
て
い
た
。
そ
の
外
、
種
子
島
に
は
慈
遠
寺
を
本
寺
と
す
る
赤
尾
木

「妙
法
寺
」
（応
永
二
十
二
年
草
創
）
、

西
面
村

「徳
満
寺
」
（応
永
年
間
貞
源
草
創
）
、
納
官
村

「妙
昌
寺
」
（草
創
不
詳
）
、
油
久
村

「本
隆
寺
」
（草
創
不
詳
）
、
茎
永
村

「遠

妙
寺
」
（草
創
不
詳
）
、
「善
林
寺
」
（草
創
不
詳
）
等
が
存
在
し
て
い
た
。
②

定
源
院
日
典
が
南
都
遊
学
の
帰
途
、
堺
顕
本
寺
日
浄
と
法
論
、
尼
崎
本
興
寺
に
日
隆
聖
人
を
訪
ね
帰
伏
し
た
の
が
宝
徳
三
年

（
一
四

五

こ
、
本
興
寺
勧
学
院
で
法
華
本
門
八
品
の
教
義
を
研
鑽
す
る
こ
と
十
年
、
故
郷
種
子
島
に
布
教
を
志
し
寛
正
三
年

（
一
四
六

一
）
渡

島
、
し
か
し
領
主
時
代
を
始
め
種
子
島
家
の
怒
り
を
か
い
、
同
四
年
四
月
二
十

一
日
、
石
子
詰
め
の
難
に
遭
い
殉
教
の
師
と
な

っ
た
の

で
あ
る
。
そ
の
後
同
六
年

（
一
四
六
五
）
、
勧
学
院
に
お
い
て
師
弟
の
契
り
を
交
し
た
浄
光
院
日
良
が
渡
島
、
領
主
種
子
島
時
氏
を
改
宗

せ
し
め
た
。
０

「懐
中
島
記
」
に
、

一
、
三
島
欝
纏
久
法
華

一
宗
帰
状
之
事

文
正
応
仁
年
間
島
主
十

一
代
時
氏
代

と
あ
り
、
文
正
応
仁
年
間

（
一
四
六
六
～
六
八
）
に
三
島
が
法
華
宗
に
改
め
ら
れ
た
事
が
知
ら
れ
る
。
改
宗
直
後
の
文
明
元
年

（
一

雄
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四
六
九
）
、
「本
源
寺
」
が
建
立
さ
れ
、
慈
遠
寺
は
長
享
二
年

（
一
四
八
八
）
に
領
主
の
祈
願
所
と
な
り
、
住
持
喜
道

（幡
時
の
弟
）
が

改
宗
を
拒
否
、
遷
化
し
た
延
徳
二
年

（
一
四
九
〇
）
法
華
宗
に
改
宗
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
従
来
の
記
録
伝
承
に
よ

っ
て
、
奈
良
興
福
寺
律
宗
の
配
下
に
あ
る
慈
遠
寺
と
し
て
今
日
ま
で
伝
え
ら
れ
て
き
た
。

此
度
、
奈
良
西
大
寺
の
諸
國
末
寺
記
録
ｏ

「西
大
寺
坊
々
寄
宿
諸
末
寺
帳
」
（永
享
八
年
。
西
大
寺
二
聖
院
常
住
物
）
「西
大
寺
諸
國

末
寺
帳
」
（明
徳
二
年
九
月
二
十
八
日
旧
改
之
了
）
「西
大
寺
諸
國
末
寺
帳
」
（寛
永
拾
年
二
月
七
日
）
「西
大
寺
諸
國
末
寺
」
、
「西
大
寺

諸
國
末
寺
帳
」
の
中
に
、
種
子
島

「慈
音
寺
」
の
名
が
見
え
る
事
か
ら
、
慈
遠
寺
と
慈
音
寺
、
種
子
島
と
西
大
寺
律
宗
と
の
関
わ
り
に

つ
い
て
考
察
し
た
い
。

一
、
南
都
西
大
寺
の
復
興

中
世
に
お
い
て
南
都
仏
教
の
展
開
を
み
る
と
き
、
そ
の
戒
律
系
譜
は
、
道
昌

（七
九
八
～
八
七
五
）
に
よ
る
三
論
宗
の
密
教
化
、
広

隆
寺
や
法
輪
寺
の
建
立
、
又
真
興

（九
四
三
～

一
〇
〇
四
）
は
法
相
と
真
言
の
和
合
を
通
し
て
顕
密

一
致
の
立
場
を
確
立
し
、
実
範

（～

一
一
四
四
）
を
戒
律
復
興
の
出
発
点
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
。

そ
れ
は
鑑
員
か
ら
承
安
七
年

（八
四
〇
）
の
豊
安
、
更
に
聖
宝
ま
で
は
律
儀
は
継
承
さ
れ
た
が
、
そ
の
後
衰
退
の

一
途
を
た
ど
り
、

実
範
に
よ
り
復
興
さ
れ
、
覚
憲
―
貞
慶
と
継
承
さ
れ
、
鎌
倉
期
に
至
り
叡
尊
に
よ
っ
て
、
奈
良
期
の
学
問
的
仏
教
と
し
て
の
律
宗
と
は

異

っ
た
、
密
教
と
律
と
を
併
せ
た

「西
大
寺
律
宗
」
と
し
て
登
場
を
み
る
の
で
あ
る
。
同
―
―
―
静
誉

（勧
修
寺
　
随
心
院
流
祖
）

成
尊

（曼
茶
羅
寺
Ｙ
［
¨
摯

一 勧
修
寺

興
福
嗜
）Ｈ
い
軸

一］
¨
一
「
｝
‐
実
範
―
覚
憲

‐
ｒ
貞
慶
―
戒
如

一
‐ ‐
］
軸
‐
忍
性

（高

野

山

中

障
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第 5表  西大寺の寺領
780年段階 n91年段階

大 和

高市郡加隆庄園

宇陀郡挑鳴庄

宇太郡耳良村栗林
〃 茅原江
添下郡喩伽山寺

″ 阿弥陀山寺
〃 秋篠山寺

△

△

　

　

　

×

×

×

山城
相楽郡泉木屋

葛野郡葛野池

摂津
嶋下郡穂積村

豊嶋郡佐伯村 (× )

河 内 更占郡渚演庄

伊賀
名張郡栗林
〃 柚

(× )

近江

滋賀郡保良庄

栗太郡勢多庄

甲可郡椋部栗林

滋賀郡古津庄

″ 椋部庄田
野洲郡柴井庄

甲可郡柚

″ 緑道柚

△

×

×
　
×
　

　

×
　
ｘ
　
ｘ

播磨
印南郡庄

赤穂郡塩山

美作 大庭郡田地

安 芸 安芸郡牛田庄 (× )

讃岐
寒川郡塩山

多田郡田地

阿 波 板野郡庄

丹波 船坂柚

備前 大豆田庄 (△ )

武 蔵 入間郡榛原庄

越前

坂井郡子見庄

〃 高見庄
″ 赤江庄
″ 馬立綾部
〃 牛立庄
江沼郡本堀庄

(X)

越 中

射水郡榛山庄

〃 中野庄
″ 佐味庄

(× )

越後

頸城郡桜井庄

〃 津村庄
蒲原郡鶉橋庄

〃 椀田庄
高志郡三枝庄

(× )

飛圏 大野郡田地

西
大
寺
は
天
平
宝
字
八
年

（七
六
四
）
称
徳
天
皇
の
発
願
に
よ
り
奈
良
末
期
に
完
成
し
た
が
、
七
大
寺

寺

ｏ
薬
師
寺

・
元
興
寺

ｏ
西
大
寺

。
法
隆
寺
）
の
中
で
も
そ
の
教
勢
は
振
わ
ず
、
七
大
寺
僧
法
会
参
加
数
ｏ

も
少
な
く
、
寺
領
ｏ
も
有
名
無
実
の
所
が
多
く
、
顛
到
の
場
所
も
多
く
存
在
し
て
い
る
。

註 △は有名無実、×は顕倒をさす。ただ
し ( )の ×・△は、一部が有名無実・

顛倒していると思われることを示す。

(中世の南部仏教 )

(中世の南部仏教 )

第 4表  七大寺への施入

（東
大
寺

。
興
福
寺

・
大
安

、
七
大
寺

へ
の
施
入
等
ｏ

第 3表  七大寺僧法会参加数の変化   ( )は 推定

N 東大 興福 大安 薬師 元興 西大 法隆 延暦 東 西
798

884

901

960

994

1003

1003

1010

1021

1096

1097

1107

1169

1183

1185

1195

10

72

40

300

100

50

20

1∞

(llll

20

10

4

300

318

1

７０
４０
３００
１００
４０
２０
２００
ｍ
２０
ｍ
‐００
８
鰤
４８７

1

20

25

60

30

10

20

00

10

00

30

1

30

11

１０

　

２０

４０

８０

　

３０

１０

３０

ｍ

ｌＯ

⑩

３０

‐

００

４４

l

1

1

10

20

15

40

10

10

5

(101

10

(10

30

1

40

13

ｍ
　
６０

1

5

西暦 施入物 内  訳 (寺院毎) 出 典

新銭

Ю∞貫文

(修理料 )

1∞貫 東大・興福・元興・大安・
薬師・西大

30貫一延暦・新薬師

20貫一豊浦・本元興・招提・天

王・崇福・知識

15貫 梵釈・比叡西塔・東・西

三代実録

886

新 銭

(大般若経

転読供料 )

5貫 東大・元興・興福・薬師・
延暦

4貫 西大。法華・大安
3貫 法隆

三代実録

926
布六千端

Ю∞ 端 東大・興福・元興・
大安・薬師

5∞ 端…西大。法隆

扶桑略記
訥縫施 科

布

誦経施料

5∞ 端 東大・興福・大安・
薬師・延暦

41Xl貫  西大・法隆・東・西・
極楽

貞信公記

961
調  布

200端 …興福。東大・延暦
llXl端 ¨西大。法隆・薬師・

大安・元興・東・西

扶桑略記
諷調施科

(中世の南部仏教 )
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こ
の
西
大
寺
を
復
興
し
隆
盛
に
導
い
た
の
が
叡
尊
で
あ
る
。
叡
尊
は
興
福
寺
系
の
、
修
験
道
的
素
養
の
強
い
僧
で
あ

っ
た
と
云
わ
れ
、

父
慶
玄
は
興
福
寺
の
学
僧
で
あ

っ
た
が
、
七
歳
に
し
て
父
を
亡
く
し
、
八
歳
の
時
醍
醐
寺
西
大
道
小
阪
御
子
の
家
に
預
け
ら
れ
、
更
に

十

一
歳
よ
り
養
母
の
妹
弥
座

一
御
子
の
家
に
預
け
ら
れ
た
。
そ
の
養
君
が
醍
醐
寺
の
叡
賢
で
あ
る
。

叡
尊
は
三
十
五
歳
に
し
て
西
大
寺
に
入
る
が
、
そ
れ
迄
の
二
十
七
年
間
は
醍
醐
寺
所
属
の
僧
と
し
て
過
し
た
。
平
安
末
期
よ
り
鎌
倉

初
期
に
か
け
て
、
興
福
寺
醍
醐
寺
共
に
修
験
者
に
よ
る
交
流
が
み
ら
れ
る
。

二
十
四
歳
の
折
り
、
高
野
山
に
於
て
真
言
、
念
仏
を
、
二
十
五
歳
東
大
寺
中
門
南
辺
で
護
摩
修
行
、
又
峰
の
寺

（近
江
）
、
長
岳
寺
で

真
言
の
秘
伝
を
う
け
、
二
十
八
歳
で
具
支
灌
頂
を
受
け
て
い
る
。
こ
の
長
岳
寺
は
興
福
寺
の
末
寺
で
、
興
福
寺
流
修
験
道
と
の
か
か
わ

り
を
持

つ
寺
で
あ
る
。
そ
の
外
、
太
子
信
仰
、
観
音
信
仰
、
龍
神
信
仰

（弁
財
天
信
仰
）
、
光
明
真
言
信
仰
、
文
珠
信
仰
等
を
身
に
つ
け

て
い
っ
た
。

こ
う
し
て
叡
尊
は
、
西
大
寺
に
入
る
頃
か
ら
、
加
持
祈
祷
に
専
念
す
る
僧
達
の
、菩
提
心
の
欠
如
に
よ

っ
て
陥
る
魔
道
に
つ
い
て
、
「戒
」

の
必
要
性
を
自
覚
す
る
よ
う
に
な
り
、
戒
を
通
し
て
密
教
を
深
め
る
、
所
謂
真
言
律
宗
の
基
礎
を
開
い
た
の
で
あ
る
０
。

更
に
叡
尊
は
、
光
明
真
言
を
通
し
て
西
大
寺
興
隆
の
要
因
と
し
、
上
級
貴
族
、
上
級
武
士
、
僧
侶
に
加
え
て
守
護
、
地
頭
、
名
主
等

の
中
間
層
や
庶
民
層
に
ま
で
、
多
く
の
民
衆
を
引
き

つ
け
、
非
人
の
救
済
に
も
力
を
尽
し
た
。

慈
善
事
業
に
つ
い
て
は
、
文
珠
、
太
子
、
行
基
の
三
者
を

一
体
に
位
置
づ
け
て
教
義
的
根
拠
と
し
た
。
救
済
の
斉
戒
施
行
は
八
二
〇

〇
人

（四
十
四
歳
迄
千
人
、
光
明
真
言
導
入
後
七
二
〇
〇
人
）
に
及
ん
だ
。

そ
れ
ま
で
西
大
寺
に
つ
い
て
は
安
元
元
年
の
記
録
⑩
で
は
、
法
燈
の
消
え
な
い
寺
は
東
大
寺
、
興
福
寺
、
薬
師
寺
の
三
ヶ
寺
と
記
さ

れ
、
叡
尊
が
西
大
寺
復
興
直
前
で
は
、
西
大
寺
と
大
安
寺
は
衰
滅
状
態
で
、
天
福
二
年

（
一
二
三
四
）
の
記
録
ｏ
に
は
、
仏
法
が
衰
微

し
て
い
な
い
の
は
東
大
寺
と
興
福
寺
だ
け
で
あ
る
と
記
さ
れ
て
い
る
。
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叡
尊
の
西
大
寺
復
興
は
暦
仁
元
年

（
一
二
三
八
）
か
ら
と
云
わ
れ
て
い
る
が
、
当
時
の
伽
藍
は
四
王
堂
、
食
堂
、
塔
し
か
な
く
、
荒

廃
し
て
い
た
。
叡
尊
は
鎮
護
国
家
寺
院
と
し
て
の
機
能
を
回
復
し
、
強
固
な
も
の
と
す
る
た
め
に
、
四
王
堂
を
中
心
に
し
た
三
時
秘
法

を
通
し
て
密
教
秘
法
に
よ
る
祈
祷
寺
院
と
し
て
そ
の
特
性
を
発
揮
、
伽
藍
の
復
興
を
す
す
め
、
僧
堂
、
真
言
堂
、
僧
堂
厨
、
仏
殿
、
護

摩
堂
、
宝
生
護
國
院
、
沙
弥
堂
、
文
珠
堂
を
建
立
再
建
し
た
。
教
義
は

「尊
内
持
密
教
、
外
興
律
宗
、
芳
渉
唯
議
」
と
云
わ
れ
て
い
る
。

叡
尊
の
弟
子
忍
性

（
一
二
〇

一
～

一
三
〇
三
）
は
、
三
十
七
歳
で
出
家
し
た
が
、
そ
れ
以
前
は
信
貴
山
で
密
教
の
加
持
祈
祷
を
、
額

安
寺
で
浄
土
信
仰
や
太
子
信
仰
を
、
安
部
寺
で
は
、
文
珠
信
仰
を
、
竹
林
寺
で
は
行
基
信
仰
を
学
ぶ
等
、
修
験
者
的
な
要
素
が
強
い
。

叡
尊
が
西
大
寺
の
復
興
を
始
め
た
暦
仁
元
年

（
一
二
三
八
）
頃
、
西
大
寺
の
復
興
を
手
伝
う
形
で
参
加
し
て
い
る
。

忍
性
は
学
僧
で
は
な
く
、
師
の
叡
尊
の
戒
律
関
係
の
経
典
講
義
の
聴
講
や
、
授
戒
の
行
為
を
通
し
て
戒
律
の
知
識
や
実
践
の
重
要
性

を
身
に
つ
け
た
と
云
わ
れ
て
い
る
。
又
こ
れ
ま
で
に
身
に
つ
け
た
文
珠
信
仰
等
を
核
と
し
た
庶
民
信
仰
を
通
し
て
西
大
寺
の
復
興
に
つ

と
め
て
い
る
。

叡
尊
が
東
国
鎌
倉

へ
の
下
向
は
、
弘
長
二
年

（
一
二
六
二
）
二
月
か
ら
八
月
に
か
け
て
行
わ
れ
た
が
、
そ
の
特
徴
と
し
て
、
街
道
の

合
流
地
を
宿
に
選
び
、
遊
女
、
芸
能
民
、
商
工
民
、
非
人
が
多
く
集
ま
る
場
所
を
選
び
、
新
興
の
商
工
民
や
宿
泊
施
設
を
有
す
る
寺
院

等
に
も
積
極
的
に
近
づ
き
、
又
、
「儲
茶
」
や

「太
子
信
仰
」
を
通
じ
て
多
く
の
帰
依
を
う
け
て
い
る
。

忍
性
が
東
国
に
下
向
し
た
の
は
建
長
四
年

（
一
二
五
三
）
で
、
そ
の
理
由
を

「学
生
記
」
に

「君
性
良
観
房
発
無
正
法
所
興
隆
仏
法
利
益
衆
生
之
願
　
下
向
関
東
畢
　
生
年
二
十
六
歳
」

と
記
さ
れ
て
い
る
。
０

叡
尊
が
北
条
時
頼
に
招
聘
さ
れ
て
下
向
し
た
の
に
対
し
、
忍
性
は
北
条
重
時
と
の
関
係
が
深
い
。
重
時
は
弘
長
元
年

（
一
二
六

一
）

に
没
し
た
が
、
忍
性
は
そ
れ
ま
で
常
陸
の
清
涼
院
と
極
楽
寺
の
住
職
を
兼
ね
、
常
陸
と
相
模
と
を
往
来
し
て
い
た
が
、
重
時
の
七
回
忌
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に
当
た
る
文
永
四
年

（
一
二
六
七
）
極
楽
寺
に
永
住
す
る
こ
と
に
な

っ
た
。
回
國
行
を
志
し
、
勧
進
聖
と
し
て
の
行
動
が
忍
性
の
西
大

寺
を
離
れ
る
理
由
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。

二
、
西
大
寺
律
宗
の
伸
張
と
慈
遠
寺

叡
尊
や
忍
性
に
よ
る
西
大
寺
流
律
宗
の
関
東
下
向
は
、
北
条
幕
府
と
密
接
な
関
係
を
確
立
し
、
幕
府
の
外
護
を
得
て
教
線
を
拡
張
、

忍
性
は
極
楽
寺
を
根
拠
と
し
て
活
躍
し
た
。

文
永
八
年
２

一
一七

一
Ｘ
ハ
月
に
行
わ
れ
た
鎌
倉
稲
村
ヶ
崎
で
の
祈
雨
に
当

っ
て
は
、
日
蓮
聖
人
よ
り
痛
烈
な
批
判
を
あ
び
て
い
る
。０

そ
の
外
に
も
忍
性
批
判
の
遺
文
側
が
残
さ
れ
て
い
る
。

文
永
五
年

（
一
二
六
八
）

一
月

一
日
、
蒙
古
の
国
書
が
届
け
ら
れ
た
。
翌
六
年
四
月
再
び
使
者
が
返
書
を
求
め
て
筑
前
今
津
に
着
い

た
。こ

の
よ
う
に
蒙
古
襲
来
の
危
機
に
直
面
し
た
幕
府
は
、
そ
の
防
備
を
確
立
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
、
北
条

一
門
に
よ
る
警
備
態
勢
を
急

い
だ
。

そ
も
そ
も
九
州
は
、
頼
朝
の
弟
範
頼
が
太
宰
府
の
政
務
を
処
理
し
て
い
た
が
、
そ
の
後
家
臣
の
土
肥
実
平
が
継
ぎ
、
文
治
二
年

（
一

一
八
六
）
天
野
遠
景
が
鎌
倉
か
ら
鎮
西
奉
行
と
し
て
派
遣
さ
れ
、
政
治
機
関
は
鎌
倉
幕
府
の
指
揮
を
う
け
る
こ
と
に
な

っ
た
。
建
久
六

年

（
一
一
九
五
）
天
野
遠
景
が
武
藤
資
頼
に
代
わ
り
、
鎮
西
奉
行
と
な
り
、
更
に
嘉
禄
二
年

（
一
三
二
六
）
太
宰
府
少
弐
の
兼
任
と
な

り
、
筑
前
、
筑
後
、
肥
前
と
対
馬
の
守
護
職
と
も
な

っ
た
ｏ
。
九
州
に
向
け
て
の
警
備
は
、
物
資
の
海
上
輸
送
の
必
要
も
生
じ
、
瀬
戸

内
海
上
交
通
の
整
備
も
行
わ
れ
た
。

叡
尊
と
忍
性
は
こ
の
機
に
乗
じ
て
、
西
大
寺
律
宗
の
伸
張
を
計

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
南
北
朝
期
迄
、
形
成
さ
れ
た
末
寺
の
範
囲
は
、

北
は
出
羽
國

（山
形

。
秋
田
）
か
ら
、
南
は
薩
摩

。
大
隅

（鹿
児
島
）
ま
で
二
百
五
十
余
ヶ
寺
に
及
ん
で
い
る
。
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舷
で
瀬
戸
内

・
九
州
地
域
の
末
寺
名
を
挙
げ
る
と
四
十
三
ヶ
寺
に
の
ぼ
る
。

播
　
磨
―
常
楽
寺

（北
条
）
、
成
福
寺

（
ヲ
ノ
ヘ
）
、
福
泉
寺
、
曼
茶
羅
寺

（サ
タ
ニ
）
興
喜
寺
、
報
恩
寺

坂
）
、
鋳
万
寺
、
延
命
寺
、
常
住
寺
、
福
泉
寺
、
長
坂
寺
、
報
恩
寺

（平
）

備
　
中
―
善
養
寺

（成
羽
）
、
金
光
寺
、
菩
提
寺

（備
中
カ
ル
エ
）

備
　
後
―
浄
土
寺

（尾
道
）
、
常
福
寺

（ク
サ
イ
ツ
、
草
出
）
金
剛
寺

（今
高
野

。
大
田
庄
）

周
　
防
―
浄
宝
寺

（ト
ン
タ
）
、
國
分
寺

長
　
門
―
國
分
寺
、
律
成
寺
、
浄
名
寺

（
コ
ト
ウ
）
蔵
福
寺
、
長
光
寺

讃
　
岐
―
鷲
峰
寺

（柏
原
）
、
普
賢
寺

（屋
島
寺
）
國
分
寺

伊
　
豫
―
興
法
寺
、
國
分
寺

豊
　
一削
―
大
興
善
寺
、
大
楽
寺

豊
　
後
―
金
剛
宝
戒
寺
、
永
興
寺

筑
　
ユ則
―
大
乗
寺
、
神
宮
寺
、
最
福
寺

肥
　
ユ則
―
東
妙
寺

肥
　
後
―
浄
光
寺

日
　
向
―
宝
満
寺

大
　
隅
―
正
福
寺

種
子
島
―
慈
音
寺

右
、
諸
國
末
寺
帳
記
録
に
記
載
の
内
、
尾
道
浄
土
寺
は
叡
尊
の
没
後
、
西
国
に
赴
い
た
定
証
が
、
嘉
元
四
年

（
二
堂
）
、
龍
華
寺

（長

（
一
三
〇
六
）
に
建
立
、
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本
尊
は
大
和
長
谷
寺
の
観
音
像

・
福
山
明
王
院
は
元
常
福
寺
と
呼
ば
れ
、
貞
和
四
年

（
一
三
八
四
）
の
建
立
。
又
周
防
、
長
門
、
讃
岐
、

伊
豫
の
國
分
寺
が
再
興
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
が
蒙
古
襲
来
か
ら
南
北
朝
期
に
か
け
て
、
国
分
寺
の
国
家
祈
祷
の
機
能
が
朝
廷
や
幕
府

か
ら
見
直
さ
れ
、
西
大
寺
律
宗
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
０
。

こ
こ
で
北
条
幕
府
と
海
上
交
通
と
の
結
び
つ
き
を
示
す
資
料
と
し
て
、
日
向
の
宝
満
寺
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

宝
満
寺
は
日
向
志
布
志
に
在
り
、
正
和
五
年

（
一
三

一
六
）
鎌
倉
極
楽
寺
忍
性
の
弟
子
信
仙
の
建
立
に
よ
る
も
の
で
、
沙
弥
蓮
聖
が

「日
向
方
島
律
後
庄
志
布
志
津
」
の
宝
満
寺
の
敷
地
を
宝
満
寺
に
寄
附
し
た
記
録
が
あ
り
、
こ
の
地
は
薩
摩
、
大
隅
、
日
向
に
ま
た
が

る
地
で
、
北
条
重
時
の
家
系
守
時
に
伝
領
さ
れ
て
い
た
が
、
宝
満
寺
が
守
時
の
帰
依
を
得
て
い
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
地
を
信
仙
に
贈

っ

た
と
思
わ
れ
る
。
ｍ

〇
二
六
〇

一
一　
　
日
向
蓮
正
寺
敷
地
打
渡
状
案

○
薩
藩
奮
記
前
編
巻

．
　

　

　

十

一
賓
満
寺
文
書

奉
打
渡

日
向
方
嶋
津
御
庄
志
布
志
津
大
澤
水
賓
浦
寺
敷
地
四
至
境
事

限
東
深
小
路
大
道

限
南
経
峰

限
西
河

限
北
天
紳
山
後
堀

右
、
任
被
仰
下
之
旨
奉
打
渡
千
賓
満
寺
状
如
件

正
和
五
年
十

一
月
二
日
　
　
　
沙
爾
蓮
正
在
判
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こ
の
沙
弥
蓮
聖
は
、
北
条
氏
の
各
所
領
に
、
代
官
や
領
主
に
な
る
と
共
に
海
上
交
通
を
把
握
し
て
い
た
安
東
蓮
聖
と
想
像
さ
れ
る
。

「西
大
寺
文
書
」
明
徳
二
年

（
一
二
九

一
）
九
月
二
十
八
日

「西
大
寺
諸
國
末
寺
帳
」
に
西
大
寺
の
大
隅
國
の
末
寺
と
し
て
正
國
寺

と
慈
音
寺
の
二
ヶ
寺
の
名
が
記
さ
れ
て
い
る
。

同
じ
く
永
享
八
年

（
一
四
一量
Ｃ

「西
大
寺
坊
々
寄
宿
諸
末
寺
帳
」
に
も
西
大
寺
第
十
八
也
長
老
沙
門
深
泉

（明
徳
二
年
四
月
九
日
～

応
永
二
年
九
月
二
十
五
日
）
の
時
に
慈
音
寺
光
喩
房
の
名
前
が
見
え
る
。

こ
の
慈
音
寺
が
慈
遠
寺
と
同
じ
で
あ
る
こ
と
は
、
当
時
の
種
子
島
に
存
在
す
る
寺
院
と
し
て
、
慈
音
寺
以
外
に
律
宗
寺
院
が
存
在
し

な
い
事
か
ら
断
定
で
き
る
と
考
え
る
。

面
大
寺
諸
国
末
寺
帳

）易
ロ

6「西大寺坊々寄宿諸末寺帳」(― )

ネ
，
ヘ
キ

Π
Ｈ
＝
Ｕ

輸
両
ま
ぇ

市
大
キ

〓
■
■
，
生
物
ｔ

Ｅ́
う
ち
，各
わ
Й
‘
予
′
」
０

な
合

一
●

十

ハ
鏡

〓
な
鍾
■
．
み
ｉ

３

綺
国
■
，
『

　
　
　
　

苺̈
者

尋

最大  | : '  81評
０
尽
薔

′、
十
六
ィ

セ

４
行　
薔
韓
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鎌
倉
期
の
種
子
島
は
、
島
津
庄
大
隅
の

一
部
で
、
こ
の
地
の
地
頭
島
津
忠
久
は
建
久
三
年
２

一
一〇
三
）
九
月
の
比
企
能
連
の
乱
に
連

座
し
た
た
め
、
大
隅
日
向
の
地
頭
職
を
北
条
時
政
に
譲
ら
れ
、
そ
れ
以
後
義
時
、
そ
の
次
男
名
越
朝
時
、
時
章
に
伝
え
ら
れ
、
名
越
の
代

官
肥
後
次
郎
入
道
浄
心
が
種
子
島
を
支
配
し
、
こ
の
肥
後
氏
が
室
町
期
以
降
戦
国
期

へ
と
種
子
島
を
支
配
し
た
種
子
島
家
で
あ
る
。
ｍ

こ
の
よ
う
に
種
子
島
も
志
布
志
と
同
じ
よ
う
に
北
条

一
門
の
支
配
下
に
あ
り
、
北
条
、
名
越
、
肥
後
の
影
響
下
に
あ
り
、
こ
こ
に
慈

音
寺
の
西
大
寺
末
寺
化
の
確
立
が
考
え
ら
れ
る
。

西
大
寺
律
宗
の
特
徴
は
、
修
験
道
的
要
素
が
強
く
、
熊
野
の
修
験
道
信
仰
が
種
子
島
に
流
入
し
て
い
る
。
忍
性
が
最
初
に
関
東
に
下

向
し
た
の
は
寛
元
元
年

（
一
二
四
三
）
で
あ
る
が
、
こ
の
時
忍
性
は
下
向
の
途
次
、
吉
野
聖
の

一
行
に
出
合
い
、
修
験
道
に
接
し
て
い

る
。
そ
の
年
に
忍
性
は
鎌
倉
を
あ
と
に
す
る
が
そ
の
帰
途
に
も
再
び
吉
野
の
修
験
道
の
聖
と
遭
い
、
そ
の
修
法
を
会
得
し
た
。
金
峰
山

を
中
心
に
回
国
し
て
い
る
修
験
聖
と
の
出
合
い
は
、
「吉
野
の
執
行
」
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
西
大
寺
律
宗
の
中
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
修

験
道
は
、
瀬
戸
内
海
路
の
充
実
と
共
に
種
子
島
に
も
た
ら
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
事
か
ら
、
興
福
寺
の
末
寺
と
し
て
在

っ
た
慈
音
寺
が
歴
代
十
恵
の
代
に
、
西
大
寺
の
末
寺
に
代

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り

十
恵
よ
り
園
林
ま
で
の
五
代
が
西
大
寺
律
宗
の
時
代
で
あ

っ
た
と
云
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

種
子
島
の
島
民
に
と

っ
て
、
今
迄
経
験
し
た
こ
と
の
な
い
呪
術
的
な
修
験
道
信
仰
は
種
子
島
家
に
も
影
響
を
与
え
、
第
十
代
幡
時
等

は
熱
心
な
修
験
道
信
仰
者
と
な
り
、
毎
年
熊
野
詣
で
を
す
る
程
で
あ

っ
た
。

幡
時
　
自
蚤
才
行
天
健
之
法
　
崇
信
紀
州
熊
野
権
現
而
毎
年
詣
焉
ω
。

又
、
享
徳
元
年

（
一
四
五
三
）
に
は
熊
野
よ
り
分
霊
を
勧
請
し
、
油
久
村
に
祠

っ
た
。
中
種
子
の
熊
野
神
社
が
そ
れ
で
あ
る
。

一
方
種
子
島
に
は
熊
野
信
仰
と
前
後
し
て
、
吉
野
と
熊
野
と
が
結
び

つ
い
た
大
峰
修
験
道
の
松
浦
党
が
あ
り
、
瀬
戸
内
海
上
交
通
の
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利
権

の
争

い
の
中

で
流

入
し
、

こ
れ
が
種
子
島
氏
家
督
相
続

の
争

い
を
生

み
、
表

面
化
す

る

の
で
あ
る
。

松
浦
党

の
遠
藤
頼
堅
は
、
修
験
道

よ

っ
て
島
主
時
充

に
接
近
、
家
督

の
相
続
を
約
さ
れ

て
い
た
、
又
太
郎
を
暗
殺
、
そ

の
後
頼
堅
は

家
老
職

に
補
さ
れ

て
い
る
。

〇
九
七
八
　
祠
寝
清
種
申
状
富

独
繹
“
競
針
九

大
隅
口
肩
農
爾
次
郎
清
種
謹
言
上
、

欲
早
被
経
晨
書
御
沙
汰
、
慄
安
堵
御
成
敗
営
臥
墾
覇
げ
た
用
す
村
名

主
職
事
、

副
進一

通

対
駆
孵
御
下
文
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〇

二
三

一
六
　
散
位
某
施
行
状

∞
椒
知
捕

一
通

守
護
嶋
津
剣
官
忠
久
施
行
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
橘
南
摩

一
族
年
代
景
連
申
、
大
隅
口
稀
麟
ぽ
頭
職
事
、
重
申
状
兵
書
如

一
通

手
繊
状
餞
鐘
男
ず
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
此
、
子
細
見
状
、
早
停
止
楡
井
嘔
鯉

・
肥
後
中
務
丞
等
押
領
、
任
建
武

一
通

系
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一二
年
四
月
七
日
御
下
文

・
施
行
状
、
沙
汰
付
彼
輩
於
下
地
、
執
進
請
取

右
、
ふ
麗
和
村
者
ゝ
養
父
佐
多
孫
四
郎
親
政
重
代
相
体
地
也
、
愛
名
越

状
、
載
起
請
詞
、
可
被
注
申
之
状
、
依
仰
執
達
如
件
、

尾
張
左
近
輝
夫
代
肥
後
次
郎
入
道
澤
心
、
以
関
東
槽
威
令
押
〔肥
彼
村
於

貞
和
三
年
二
月
十
八
日
　
　
　
　
　
散
位

（花
押
）

理
不
壺
、
持
千
五
郎
兵
衛
入
道
之
條
、
希
代
所
行
也
、
随
而
擬
令
言
上

之
刻
、
世
上
動
乱
之
間
、
千
今
令
延
引
虚
、
幸
奉
仰
厳
政
御
代
、
欲
経

上
訴
折
節
、
彼
五
郎
兵
衛
入
道
依
令
同
意
干
御
敢
、
核
誅
伐
詑
、
然
早

常
大
絡
家
御
下
文
井
忠
久
施
行
以
下
詮
文
等
、
清
種
相
偉
之
上
者
、
被

経
急
速
御
沙
汰
、
鶯
預
安
堵
御
裁
許
、
粗
言
上
如
件
、

建
武
四
年
六
月
　
日
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壮
歳
寝
疾
厚
。
自
覚
不
免
。
約
属
家
統
於
同
氏
又
太
郎

（号
所
殿
信
式
六
男
信
貞
之
子
信
家
之
二
男
也
）
後
得
癒
而
生

一
子
。

頼
時
是
也
。
於
愛
時
充
悔
約
以
謂
殺
又
太
郎
伝
家
統
頼
時
。
招
家
臣
密
議
。
皆
不
可
。
暦
応
康
永
間
　
有
自
肥
前
国
平
戸
来
善

眩
術

（俗
云
放
下
）
挙
人
見
之
為
奇
怪
。
時
充
聞
之
召
見
其
術
数
回
　
其
後
平
戸
商
船
来
。
其
船
長
　
従
舟
子
数
輩
　
行
装
殊

美
　
往
来
赤
尾
木
市
街
。
偶
遇
眩
術
者
　
於
途
敬
待
之
甚
厚
実
。
時
充
自
本
城
遥
望
見
之

（本
城
時
充
之
居
城
）

怪
其
礼
厚

船
長
而
問
其
故
。
日

彼
松
浦
党

一
族
遠
藤
源
三
頼
堅
者
也
。
少
年
殺
害
朋
友
。
以
幼
稚
故
宥
其
罪
追
放
国
中
。
故
巡
回
諸
国
也
。
時
充
召
頼
堅
与

禄
以
為
臣
　
且
以
国
上
村
大
内
侍
女
妻
之
。
於
是
時
充
以
謂
頼
堅
署
旅
臣
而
無
旧
　
好
於
又
太
郎
令
彼
殺
之
。
密
召
頼
堅
而
告

之
。
即
応
命
而
捧
誓
書
。
又
以
大
内
侍
女
次
女
妻
又
太
郎
近
習
岩
坪
高
山
五
郎
友
重
　
為
姻
姫
。
於
是
相
与
謀
貞
和
二
年
三
月

十
八
日
　
講
射
於
御
坊

（在
慈
遠
寺
上
）
又
太
郎
置
酒
肴
酔
之
後
害
之
。
時
充
賞
之
、
賜
頼
堅
野
間
村
重
平
山
村
　
以
家
老
職
。

又
、
第
八
代
島
主
と
な
る
清
時
が
時
栄

（時
充
）
に
寵
愛
さ
れ
て
い
た
盛
純
を
殺
害
し
た
か
ど
で
譴
責
を
受
け
た
が
、
遠
藤
頼
堅
の

手
助
け
で
薩
隅
に
身
を
か
く
し
て
い
た
。　
　
　
　
　
　
　
　
一

永
徳
年
間
　
野
辺
左
衛
門
尉
盛
純

「時
年
十
八
　
叔
母
嫁
野
辺
氏
所
生
」
来
謁
時
栄
寵
之
太
甚
。
群
臣
憎
之
。
或
読
清
時
曰

世
人
言
。
時
栄
窃
有
分
封
境
与
盛
純
命
。
清
時
信
之
大
怒
謀
遂
手
刃
盛
純
於
城
浜
。
時
栄
大
怒
令
清
時
速
自
殺
譴
責
太
急
。

清
時
匿
遠
藤
氏
。
遠
藤
窃
使
下
村
出
羽
守
時
豊
従
清
時
乗
扁
舟
夜
更
去
。
時
栄
雖
遍
求
不
知
其
所
在
。

清
時
　
経
歴
薩
隅
之
間
六
年
而
帰
。
時
栄
宿
怨
漸
解
親
愛
之
電

こ
の
よ
う
に
、
種
子
島
家
の
家
督
を
め
ぐ
る
熊
野
党
と
松
浦
党
の
争
い
は
、
修
験
道
信
仰
を
内
収
し
た
西
大
寺
律
宗
信
仰
の
中
で
、

種
子
島
家
が
両
派
に
分
か
れ
、
抗
争
が
続
い
た
の
で
あ
る
。
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そ
の
中
で
、
第
八
代
島
主
清
時
の
五
男
で
、
大
会
寺
の
住
職
喜
道
は
、
第
八
代
島
主
幡
時
が
熊
野
詣
で
の
際
、
日
向
細
島
留
に
滞
在

の
折
、
黒
木
某
の
女
と
の
間
に
生
ま
れ
て
い
た
三
郎
二
郎
を
後
嗣
と
し
て
迎
え
る
事
を
提
案
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
二
郎
二
郎
が
第
十

一
代
島
主
の
時
氏
で
あ
る
例
。

幡
時
　
自
蚤
才
行
天
建
之
法
、
崇
信
紀
州
熊
野
権
現
而
毎
年
詣
焉
。
毎
寄
船
於
日
州
細
島
津
留
滞
之
際
、
通
黒
木
某
之
女
生

男
子
。
二
郎
二
郎
是
也
。
大
会
寺
喜
道

（時
氏
叔
父
）
憂
幡
時
無
嗣
子
、
議
招
二
郎
二
郎
令
嗣
世
於
群
臣
。
半
可
半
不
可
。

寛
正
三
年
壬
午
八
月
幡
時
卒
。
時
氏
嗣
家
。
時
年
十
六
。
対
馬
守
時
里

（時
氏
叔
父
）
心
懐
不
平
欲
破
衆
議
。
然
喜
道
補
佐

之
、
且
群
臣
多
通
心
於
時
氏
。
由
是
時
里
不
果
、
遂
従
衆
議
。
各
唱
万
歳
。

寛
正
三
年

（
一
四
六
二
）
、
幡
時
が
没
し
、
十
六
才
の
時
氏
が
島
主
と
な

っ
て
い
る
。

義
賛
坊
林
応

（定
源
院
日
典
）
が
西
大
寺
に
遊
学
し
た
の
は
文
安
三
年

（
一
四
四
六
）
四
十
五
歳
、
種
子
島

へ
帰

っ
た
の
は
十
五
年

後
の
事
で
あ

っ
た
。

註

０
吉
井
敏
幸

『
元
興
寺
文
化
財
研
究
』
＝
元
興
寺
文
化
財
研
究
所
通
信
　
Ｍ
四
十
九
号

②
吉
井
敏
幸

『
元
興
寺
文
化
財
研
究
』
＝
元
興
寺
文
化
財
研
究
所
通
信
　
Ｌ
四
十
九
号

０

『法
華
宗
宗
門
史
』
（宗
門
史
編
集
委
員
会
編
）

一
七
〇
頁

④
元
興
寺
文
化
財
研
究
所
主
任
研
究
員
吉
井
敏
幸
氏
よ
り
、
「
西
大
寺
諸
末
寺
帳
』
の
中
に
種
子
島
慈
音
寺
の
名
前
が
あ
る
と
、
と
の
資

料
を
頂
い
た
。

同
追
塩
千
尋

『中
世
の
南
都
仏
教
』
翁
口
川
弘
文
館
）
八
六
頁
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⑥
追
塩
千
尋

『中
世
の
南
都
仏
教
』
Ｔ
口
川
弘
文
館
）

一
一
四
頁

０
追
塩
千
尋

『中
世
の
南
都
仏
教
』
翁
口
川
弘
文
館
）

一
一
七
頁

③
追
塩
千
尋

『中
世
の
南
都
仏
教
』
Ｔ
口
川
弘
文
館
）

一
二
九
頁

０
和
島
芳
男

『叡
尊

。
忍
性
』

一
五
頁
以
下

⑩
追
塩
千
尋

『中
世
の
南
都
仏
教
』
釜
口
川
弘
文
館
）

一
三

一
頁

ω
追
塩
千
尋

『中
世
の
南
都
仏
教
』
翁
口
川
弘
文
館
）

一
二
七
頁

ω
追
塩
千
尋

『中
世
の
南
都
仏
教
』
翁
口
川
弘
文
館
）
三
〇

一
頁

ω
日
蓮
聖
人
遺
文

『頼
基
陳
状
』
（昭
定

一
二
五
四
頁
）

ｍ
日
蓮
聖
人
遺
文

『行
敏
訴
状
御
会
通
』
（昭
定
）
四
九
七
頁
。
『開
目
抄
』
（昭
定
）
五
九
二
頁
。
『種
子
御
振
舞
御
書
』
（昭
定
）
九
七

七
頁
。
『兵
衛
志
殿
御
返
事
』
（昭
定
）

一
四
〇
五
頁
～

一
四
〇
六
頁

０
田
中
政
喜

『元
冦
物
語
』
二
〇
頁

ｍ
朝
日
新
聞
社

『國
宝
と
歴
史
の
旅
』

一
二
号

ｍ
吉
井
敏
幸

『元
興
寺
文
化
財
研
究
』
＝
元
興
寺
文
化
財
研
究
所
通
信
　
ヽ
五
〇
号

０

『鎌
倉
遺
文
』
三
四
巻
九
州
編

一
巻

ω

『南
北
朝
遺
文
』
三
四
巻
九
州
編
二
巻

ω

『南
北
朝
遺
文
』
三
四
巻
九
州
編
二
巻

０

『種
子
島
家
譜
』

一
巻

一
一
頁

②
宮
脇
さ
ゆ
り

「中
世
種
子
島
に
お
け
る
法
華
宗
に
つ
い
て
」
（隼
人
文
化
）
二
六
号
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ω
宮
脇
さ
ゆ
り

「中
世
種
子
島
に
お
け
る
法
華
宗
に
つ
い
て
」
（隼
人
文
化
）
二
六
号

例
宮
脇
さ
ゆ
り

「中
世
種
子
島
に
お
け
る
法
華
宗
に
つ
い
て
」
（隼
人
文
化
）
二
六
号

参
考
文
献

「法
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宗
宗
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史
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宗
門
史
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纂
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会
編
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忍
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冦
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寺
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律
宗
」
―
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の
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立
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の
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―
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律
宗
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立
認
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周
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記
念
誌
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纂
委
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会
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家
譜
」
上
妻
隆
直
編
纂
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十
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化
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四
十
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化
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の
種
子
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教
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員
会
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之
表
市
文
化
財
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護
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議
会
編
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名
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絵
」
南
日
本
出
版
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化
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会
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宝
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史
の
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号
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大

　

和

般
　
若
　
寺

常
　
満
　
寺

絹
　
索
　
院

秋
　
篠
　
寺

敬
　
田
　
寺

日
　
皐
　
寺

癸

幸

知
星
可

最
　
福
　
寺

E D C

五 四 三

（
Ａ

）

一
、

（
Ｂ

）

一
一
、

B舎 合合舎合
A舎 國

C           C
D D D   D   D
E           E

現 大 阿 極 不 園 来 員

光 安
謹
楽 退 福 迎

曇
寺 寺 寺 寺 寺 寺 寺 坊

AAA A AA
B B B B B B B B
C   C  C
D D D D D D D D
E      E

神 喜 長 大 惣 神 海 観

願 光 安
禦
持 宮

輩
音

寺 寺 寺 寺 寺 寺 寺 寺

A A A A A A
B B B B B B B B
C C  C
D D D D D D D D
E E  E

三 額 福 三 仙 大 三 大

学 安 田 鈷 澗 日 賓 善

院 寺 寺 寺 寺 寺 院 寺

西
大
寺
坊
々
寄
宿
諸
末
寺
帳

（永
享
八
年
　
始
而
注
之
）
（西
大
寺
二
聖
院
常
住
物
也
）

西
大
寺
諸
國
末
寺
帳

（明
徳
二
年
九
月
二
十
八
日
菖
改
之
了
）

（惣
合
三
百
十
八
箇
寺
文
亀
三
年
任
成
五
月
　
日
交
合
了
）

西
大
寺
諸
國
末
寺
帳

（寛
永
拾
年
二
月
七
日
）
（右
之
末
寺
之
内
無
違
乱
御
座
候
）

西
大
寺
諸
國
末
寺

（都
合
武
百
八
十
六
ヶ
寺
也
）

西
大
寺
諸
國
末
寺
帳

西
大
寺
諸
末
寺
記
録

（
Ａ

（
Ａ

Ｂ

　

Ｄ

（
Ａ

Ｂ

　

Ｄ

（
Ａ

Ｂ

　

Ｄ

（
Ａ

Ｂ

　

Ｄ

（
Ａ

Ｂ

　

Ｄ

（
　

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ
）

（

Ｂ

Ｄ

）
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壬 戒 遍 長 浮 連 観  成 寿 放 浄 佛 本 福 寿 迎 小

生 光 照 福 住
璧
音 山 心 福 生 住 隆

詣
智 福 撮 塔

寺 寺 院 寺 寺 院 寺 城 院 寺 院 寺 寺 寺 院 寺 寺 院

B B B舎 合回
C

D D D D D D D D D
E

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｂ

　

Ｄ

Ｂ

　

Ｄ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｄ

大 成 遍 常 大 寿 菩

乗心憲福乗福提
平 桂 長 蓮 菩 北 園 大 如 高

曇
宮 福

鷹
提 室 證 善

曇
福

院 院 寺 寺 寺 寺 院 寺 寺 寺

Ｅ
）

院 院 院 寺 院 寺 寺

A A
B B B B
C    C
D D D D D D
E    E         E

平 平 土 本 大 法 姦

等量生誓覚詣遠
院 院 寺 寺 寺 院 寺

A A
B B B
C
D     D D

橘 極 桂 知 放 石

楽 宮 足 生 津

寺 坊 寺 院 院 寺

貴 遍 法 大 法 浮 文 竹 八 常

山
恐 詣

乗
阜
願 珠 林 木 楽

寺 院 院 院 室 寺 院 寺 寺 寺

B B B
C C

D D D D D D D D D
E   E

D D D D

長 戒 常 大 大 中 橘 不 勝 神
聖     宮

命 光 福 覚 無 宮  空 福 如
動     法

寺 寺 寺 寺 寺 寺 寺 院 寺 院

D D D D

Ｂ

　

Ｄ

Ｂ

　

Ｄ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｃ

Ｂ

　

Ｄ

Ｅ

）

Ｄ

　

）

Ｄ

　

）

ＡＡ
Ｂ
　
Ｄ

Ｂ Ｂ

　

Ｄ

Ｂ

　

Ｄ
Ｅ

Ｃ

Ｄ
Ｅ

Ｃ

Ｄ
Ｅ

Ｃ

E
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河
　

内
　

回

賓

蓮

華

寺

（Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
Ｅ
）
員
　
福
　
寺

（Ａ
Ｂ
　
Ｄ
　
）
西
　
方
　
寺

（Ａ
Ｂ
　
Ｄ
　
）
神
　
弘
　
寺

（Ａ
Ｂ
　
Ｄ
　
）

〓
一　
鈷
　
寺

（Ａ
　
　
　
　
）
賓
　
泉
　
寺

（Ａ
Ｂ
　
Ｄ
　
）
教
　
興
　
寺

（Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
Ｅ
）
金
剛
蓮
華
寺

（Ａ
Ｂ
　
Ｄ
　
）

西
　
琳
　
寺

（Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
Ｅ
）
千
　
光
　
寺

（Ａ
Ｂ
　
Ｄ
　
）
寛
　
弘
　
寺

（Ａ
　
　
　
　
）
廣
　
成
　
寺

（　
Ｂ
　
Ｄ
　
）

泉

福

寺

（

Ｂ

Ｄ

）
寛

弘

寺

（

Ｂ

Ｄ

）
薬

林

寺

（

Ｂ

Ｄ

）

和

泉

回

主
口
　
提
　
寺

（Ａ
　
　
　
　
）
禅
　
寂
　
寺

（Ａ
Ｂ
　
Ｄ
　
）
来
　
迎
　
院

（Ａ
Ｂ
　
Ｄ
　
）
長
　
承
　
寺

（Ａ
Ｂ
　
Ｄ
　
）

清

弘

寺

（

Ｂ

　

）
浄

弘

寺

（

　

Ｄ

）

摂

津

國

安
　
楽
　
寺

（Ａ
　
　
　
　
）
多
　
田
　
院

（Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
Ｅ
）
慈
　
光
　
寺

（Ａ
Ｂ
　
Ｄ
　
）
安
　
養
　
寺

（Ａ
Ｂ
　
Ｄ
　
）

能
　
福
　
寺

（Ａ
Ｂ
　
Ｄ
　
）
観
　
立日
　
寺

（Ａ
Ｂ
　
Ｄ
　
）
荘
　
厳
　
寺

（Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
Ｅ
）
東
　
光
　
寺

（Ａ
Ｂ
　
Ｄ
　
）

天
≡
喜
爺
院

（　
Ｂ
　
Ｄ
Ｅ
）
妙
　
一豆
　
寺

（　
Ｂ
　
Ｄ
　
）
極
　
楽
　
院

（　
Ｂ
　
Ｄ
　
）
士
口
　
祥
　
寺

（　
Ｂ
　
Ｄ
　
）

法

菌

寺

（

Ｂ

Ｄ

）
安

楽

寺

（

Ｂ

Ｄ

）

伊

賀

國

長
　
福
　
寺

（Ａ
Ｂ
　
Ｄ
　
）
阿

弥

陀

寺

（Ａ
Ｂ
　
Ｄ
　
）
大
　
岡
　
寺

（Ａ
Ｂ
　
Ｄ
　
）
良
　
福
　
寺

（Ａ
Ｂ
　
Ｄ
　
）

大
　
聖
　
寺

（Ａ
Ｂ
　
Ｄ
　
）
長
　
福
　
寺

（Ａ
　
　
　
　
）
七
佛
薬
師
院

（Ａ
Ｂ
　
Ｄ
　
）
妙
　
覚
　
寺

（Ａ
　
　
Ｄ
　
）

長
　
楽
　
寺

（　
Ｂ
　
Ｄ
　
）
報
　
恩
　
寺

（　
Ｂ
Ｃ
Ｄ
　
）
無
量
寿
福
寺

（　
Ｂ
Ｃ
Ｄ
Ｅ
）
地
　
蔵
　
堂

（　
Ｂ
Ｃ
　
Ｅ
）

不
　
動
　
寺

（　
Ｂ
Ｃ
　
Ｅ
）
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盛   松   金 釈   長 賓 東 金 園 園 興 資 常

興 信 蔵 美 勝 迦 尾 安 蓮 近 璽 光 光 明 光 生 光 伊

寺 濃 寺 濃 寺 寺 張 寺 院 江 寺 寺 寺 寺 寺 院 寺 勢

B國 合 國 B舎 國 B BttB B B tt A A國

D   D   D D   D D D D

山  長  阿 園  法 慈  新 大 常 賓 長 保 法

善 康 謹満 薗恩
寺   寺   寺 寺   寺 寺

福雪泉寿妙延菌
寺 寺 寺 寺 寺 寺 寺

D   D     D

小   國 安

松   分 國

寺   寺 寺

A
B    B B

D     D

報     回

恩     光

寺     寺

B      B

D

A     A                  A A A
B    B    B B    B B    B B B B B

D D
C
D   D D
E

常 石  常 慈 福 賓 利 岡 竪
生

福 津  光 忍 善 生 護 輪 王
國

寺 寺  寺 寺 寺 院 寺 寺 寺

A A A
B B
C      C
D

園 戒 法 戒 賛 弘 大

興 泉 延  生 正 日

寺 寺 寺 泉 院 寺 寺

A       A A
B B B B B

C           C
D D
E

Ｂ

Ｄ

）
福

泉

寺

（

Ｂ

Ｄ

）

Ｂ
　
Ｄ
　
）
阿

弥

陀

寺

（　
Ｂ
Ｃ
Ｄ
Ｅ
）
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金  饒 曼 長 延  安 金 賓 弘  神 月  長

光 備 万 4坂 命 播 禎 越 光 薗 正 越 宮 輪 加 恵 越

寺 中 寺 寺 寺 寺 磨 寺 後 寺 寺 寺 中 寺 寺 賀 寺 前

舎國合B合 ハ國 B tt B合 國 B合 國
A國

D D D   D D

）
曼

茶

羅

寺

（

Ｂ
A A

B B B B

）
善

養

寺

貧

Ｂ

））
福
　
泉
　
寺

Ｅ

常

楽

寺

Ｙ

董
報

恩

寺

）
福
　
泉
　
寺

）

延 興 最 常

命善馨住
寺 寺 寺 寺

菩 大 園   称 賓

提 慈 福   名 光

寺 院 寺   寺 寺

神
宮
護
國
寺

A
B

D

大

釜

寺

D

長

福

寺

A
B B B B

E

平 龍 成 報

馨華福恩
寺 寺 寺 寺

B B B

A
B B

D D D

國 聖

分 林

寺 寺

D D

善 禅

養 興

寺 寺

A
B B

D D

國 明

分 星

寺 寺

D D

西

光

寺

Ｂ
Ａ
Ｂ

Ａ
Ｂ

B

D D

Ｂ

　

Ｄ

　

）

Ｂ

　

Ｄ

　

）
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備

　
後

　

國

金
　
剛
　
寺

（Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
　
）
澤
　
土
　
寺

（　
Ｂ
Ｃ
Ｄ
Ｅ
）
常
　
福
　
寺

（　
Ｂ
　
Ｄ
　
）

周

　
防

　

國

律
　
成
　
寺

（Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
Ｅ
）
浄
　
名
　
寺

（Ａ
Ｂ
　
Ｄ
　
）
蔵
　
福
　
寺

（Ａ
Ｂ
　
Ｄ
　
）
國
　
分
　
寺

（　
Ｂ
Ｃ
Ｄ
Ｅ
）

長

光

寺

（

Ｂ

Ｄ

董

口

興

寺

（

　

Ｄ

）

丹

後

國

成
　
願
　
寺

（Ａ
　
　
Ｄ
　
）
泉
　
源
　
寺

（Ａ
Ｂ
　
Ｄ
　
）
金

光

明

寺

（　
Ｂ
　
Ｄ
　
）
國
　
分
　
寺

（Ａ
　
　
Ｄ
　
）

金

光

明

寺

（

Ｂ

Ｄ

）

但

馬

國

常
住
金
剛
寺

（Ａ
Ｂ
　
Ｄ
　
）
花
　
蔵
　
寺

（　
Ｂ
　
Ｄ
　
）
金

剛

心

寺

（Ａ
Ｂ
　
Ｄ
　
）

石
　

見

　
國

正
　
法
　
寺

（Ａ
Ｂ
　
Ｄ
　
）

紀

　

伊

　

國

西
　
福
　
寺

（Ａ
Ｂ
　
Ｄ
　
）
費

金

剛

寺

（Ａ
Ｂ
　
Ｄ
　
）
遍

照

光

院

（Ａ
Ｂ
　
Ｄ
　
）
岡
　
輪
　
寺

（Ａ
Ｂ
　
　
　
）

費
　
光
　
寺

（Ａ
Ｂ
　
Ｄ
　
）
金
　
剛
　
寺

（　
Ｂ
　
Ｄ
　
）
利
生
護
國
寺

（　
Ｂ
Ｃ
Ｄ
Ｅ
）
福
　
林
　
寺

（　
Ｂ
　
Ｄ
Ｅ
）

法 國

長 華 分

門 寺 寺

國   合
C C
D
E

長 浮

堂 法

寺 寺

A

C C

長 浮

願 費

寺 寺

C C
D

安

楽

寺

C
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観

音

寺

（

Ｂ

Ｄ

）
光

明

院

（

Ｂ

　

）
妙

楽

寺

（

Ｂ

Ｄ

）
岡

林

寺

（

　

Ｄ

）

光

明

寺

（

　

Ｄ

）
新

別

所

（
　

　

Ｅ
）

阿

波

回

高

林

寺

（

Ｂ

Ｄ

）
成

願

寺

（

Ｂ

Ｄ

）
観

音

寺

（

Ｂ

Ｄ

）
地

蔵

寺

（

Ｂ

　

）

讚

岐

回

鷲
　
峰
　
寺

（Ａ
Ｂ
　
Ｄ
　
）
並
日
　
賢
　
寺

（　
Ｂ
　
Ｄ
　
）
國
　
分
　
寺

（　
Ｂ
　
Ｄ
　
）
屋
　
嶋
　
寺

（　
Ｂ
　
Ｄ
　
）

伊
　

豫

　

國

興

法

寺

（

Ｂ

Ｄ

）
國

分

寺

（

Ｂ

Ｄ

）

筑

前

回

大
　
乗
　
寺

（Ａ
Ｂ
　
Ｄ
　
）
神
　
宮
　
寺

（Ａ
Ｂ
　
Ｄ
　
）
長
　
福
　
寺

（Ａ
Ｂ
　
Ｄ
　
）
最
　
福
　
寺

（　
Ｂ
　
Ｄ
　
）

安
　
養
　
寺

（　
Ｂ
　
Ｄ
　
）

筑

　

後

　

回

大

淋

寺

貧

　

　

）
浄

土

寺

（

Ｂ

Ｄ

）

出

薔
〓

回

國

分

寺

貧

　

　

）
報

恩

寺

（

Ｂ

Ｄ

）

豊

前

回

費
　
勝
　
寺

（Ａ
Ｂ
　
Ｄ
　
）
大
　
楽
　
寺

（Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
Ｅ
）
満
　
福
　
寺

（Ａ
　
　
　
　
）
大

興

善

寺

（　
Ｂ
　
Ｄ
　
）

費

光

明

寺

（

Ｂ

Ｄ

）
常

福

寺

（

Ｂ

Ｄ

了

こ

響

寺

（

Ｂ

Ｄ

）
中

願

寺

（

Ｂ

Ｄ

）
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浄 費   泰   慈   観 天 霊   石 費   潮 最

願 満 日 平 薩 音 大 音 福 山 肥 塔 勝 肥 音 勝 豊 福

寺 寺 向 寺 摩 寺 隅 寺 寺 寺 後 院 寺 前 寺 寺 後 寺

合 國 B園 合 口 B B舎 國  A國 合國 B
C C
D   D
E

橘 費

泉

寺 寺

B
C C
D

中 法

宮 華

寺 寺

C C

C
D D D

大 玉

琳 泉

寺 寺

A
B B

D D

）
東
　
妙
　
寺

（Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
Ｅ

）
妙
　
法
　
寺

（　
　
Ｃ

）
正
　
國
　
寺

（Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
Ｅ

常

福

寺

（Ａ

　

　

）

金
剛
賢
戒
寺

（　
Ｂ
Ｃ
　
Ｅ
）
明
　
立日
　
寺

（　
Ｂ

正
　
法
　
寺

（Ａ
Ｂ
　
　
　
）
浄
　
光
　
寺

（Ａ
Ｂ
　
Ｄ
　
）

春
　
日
　
寺

（　
Ｂ
　
Ｄ
　
）
金
剛
光
明
寺

（　
Ｂ
　
Ｄ
　
）

）
道
明
寺

（

）

D D

神 永

宮 興

寺 寺

A
B

D D

D

観

寺

B

D

費 法

勝 泉

寺 寺

B

D D

費

勝

寺

B
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称   極   員   大   菩 千 多 長   平   國

名 武 楽 相 福 下
慧
下 提 手 門 福 出 福 常 分 因

寺 蔵 寺 模 寺 野 寺 総 寺 院 院 寺 羽 寺 陸 寺 幡

國合國B國 合國 國 B tt B 國

D   D
Ｃ

Ｅ
）
長

楽

寺

（

Ｃ
　
Ｅ
）
法
　
釜
口　
院

（

Ｃ
　
Ｅ
）
多
　
福
　
院

（

Ｄ

　

）

Ｄ

　

））
要

福

寺

（

Ｃ
Ｄ
Ｅ
）

Ｃ
Ｄ
Ｅ
）
海
　
岸
　
寺

（

Ｃ

Ｅ
）
蔵

勝

寺

（

Ｃ
　
Ｅ
）
宗
　
明
　
院

（

Ｃ
　
Ｅ
）
密
　
蔵
　
院

（

）
常
　
福
　
寺

（

Ｃ
Ｄ
Ｅ
）

C C C

E E E

正 金 普

福 蔵 賢

院 院 寺

Ｃ

　

Ｅ
）

Ｃ

　

Ｅ
）

Ｃ

　

Ｅ
）
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